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判示事項 通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当

な利益を有する第三者に当たらない場合に地役権者が譲受人に対して地役権設
定登記手続を請求することの可否 

裁判要旨 通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当
な利益を有する第三者に当たらない場合には、地役権者は、譲受人に対し、同
権利に基づいて地役権設定登記手続を請求することができる。 

 
全 文 

主    文 
原判決中上告人らの地役権設定登記手続請求に関する部分を破棄する。 
前項の部分につき、被上告人らの控訴を棄却する。       
上告人らのその余の上告を棄却する。 
訴訟の総費用は、これを四分し、その一を上告人らの、その余を被上告 人らの負担とする。

理    由 
上告代理人石川英夫の上告理由第一ないし第四について   
一 原審の適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。 
１ Ｄは、昭和四一年当時、千葉市ａ町ｂ番ｃ宅地一〇〇・八九坪を所有していたところ、

右土地を住宅地として分譲することを計画し、同年五月六日、右土地を、同所ｂ番ｃの土地
（宅地一六六・九二平方メートル）、同番ｄの土地（宅地一四八・八三平方メートル）及び第
一審判決別紙第一物件目録（三）記載の土地（以下「本件土地」という。）に分筆する旨の登
記手続をした上、同月一二日、Ｅ商事有限会社に対し、右ｂ番ｄの土地及び近隣の住民のため
の公道に通ずる通路の一部を成していた本件土地を売却して、同月一三日、その旨の所有権移
転登記手続がされた。この際、ＤとＥ商事との間において、少なくとも黙示的に、Ｄ所有の右
ｂ番ｃの土地を要役地としＥ商事が取得した本件土地を承役地として通行地役権を設定する
旨 の合意（以下「本件合意」という。）がされた。 
２ Ｄは、昭和四一年一〇月二九日、右ｂ番ｃの土地を、前記物件目録（一）、（四）ないし

（六）記載の各土地（以下、同物件目録（四）ないし（六）記載の各土地を、それぞれ、「（四）
の土地」、「（五）の土地」、「（六）の土地」という。）に分筆する旨の登記手続をした。その後、
これらの土地は、Ｆ等に順次売却され、更に転売されて、上告人Ａ１は昭和五三年一一月二七
日に（五）の土地を、上告人Ａ２は昭和六一年一一月一九日に（六）の土地を、上告人Ａ３建
設株式会社は平成元年三月六日に（四）の土地をそれぞれ取得し、その旨の各所有権移転登記 
手続がされた。この間、本件土地は、右各土地の所有者等により通路として利用されていた。   
３ 株式会社Ｇ工務店は、昭和六二年一〇月二二日、Ｅ商事から本件土地及び前記ｂ番ｄの



2 
 

土地を購入した者から更に右各土地を購入し、同日、その旨の所有権移転登記手続がされた。
Ｇ工務店は、昭和六三年九月九日、右ｂ番ｄの土地を、前記物件目録（二）、（七）及び（八）
記載の各土地（以下、それぞれ、「（二）の土地」、「（七）の土地」、「（八）の土地」という。）
に分筆する旨の登記手続をし、同年一一月三〇日、Ｇ工務店から、被上告人Ｂ１は本件土地及
び（八）の土地の各三分の二の持分並びに（七）の土地を、被上告人Ｂ２は本件土地及び（八）
の土地の各三分の一の持分並びに（二）の土地をそれぞれ購入して、同日、右の旨の所有権移
転登記手続がされた。   
この際、被上告人らは、Ｇ工務店から、本件土地は公衆用の通路である旨の説明を受け、こ

れが従前から（四）ないし（六）の各土地を含む近隣土地の所有者等のための通路として使用
されていたことを認識し、本件土地が右のように用いられることについて了解していた。    
二 本件において、上告人らは、主位的に本件合意に基づく通行地役権を承継取得したとし

て、予備的に上告人らは右と同内容の通行地役権を時効取得したとして、被上告人らに対し、
上告人らがそれぞれ通行地役権を有することの確認と、右各通行地役権に基づき本件土地に
ついて地役権設定登記手続をすることを求めている。 
原審は、次のように判示し、上告人らの通行地役権確認請求は認容すべきものとしたが、地

役権設定登記手続請求は棄却した。   
１ 被上告人らは、本件合意により設定された通行地役権の負担のあることを十分に承知

して、通路であることが明白な状況にある本件土地を取得したものであるから、被上告人ら
は、右通行地役権について、設定登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者に当
たらず、上告人らは、被上告人らに対し、設定登記なくして通行地役権の存在を主張すること
ができる。 
２ しかし、右のように上告人らが被上告人らに対して通行地役権を設定登記なくして主

張し得ると認められるからといって、他の特段の登記原因がないのに、上告人らの被上告人ら
に対する地役権設定登記請求権が生ずるとはいえない。したがって、上告人らの被上告人らに
対する地役権設定登記手続請求は、理由がない。   
三 しかしながら、原審の右判断のうち、１は是認できるが、２は是認することができな

い。その理由は、次のとおりである。 
通行地役権の承役地の譲受人が地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有

する第三者に当たらず、通行地役権者が譲受人に対し登記なくして通行地役権を対抗できる
場合には、通行地役権者は、譲受人に対し、同権利に基づいて地役権設定登記手続を請求する
ことができ、譲受人はこれに応ずる義務を負うものと解すべきである。譲受人は通行地役権者
との関係において通行地役権の負担の存在を否定し得ないのであるから、このように解して
も譲受人に不当な不利益を課するものであるとまではいえず、また、このように解さない限
り、通行地役権者の権利を十分に保護することができず、承役地の転得者等との関係における
取引の安全を確保することもできない。   
これを本件について見るに、ＤとＥ商事との間に昭和四一年五月一二日にＤの所有地を要

役地としＥ商事所有の本件土地を承役地として通行地役権を設定する旨の合意がされ、上告
人らはその後分筆された要役地をそれぞれ承継取得し、被上告人らは承役地を承継取得した
のであるところ、右通行地役権については地役権設定登記はないが、前記のとおり被上告人ら
は右設定登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者に当たらないのであるか
ら、上告人らは、被上告人らに対し、右通行地役権に基づき、右合意の日である昭和四一年五
月一二日設定を原因とする地役権設定登記手続を請求することができるものというべきであ
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る。   
そうすると、右とは異なる見解の下に上告人らの地役権設定登記手続請求を棄却した原審

の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に
影響を及ぼすことが明らかである。この点をいう論旨は理由があり、原判決中右請求に関する
部分は破棄を免れない。そして、前記説示に徴すれば、上告人らの地役権設定登記手続請求は
理由があり、これと結論を同じくする第一審判決は正当であるから、被上告人らの控訴のうち
同請求に関する部分は理由がなく、これを棄却すべきである。   
その余の上告理由について   
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、是認するに足りる。

論旨は採用することができない。   
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 根岸重治 裁判官根岸重
治は、退官につき署名押印することができない。裁判長裁判官 福田博) 

 

 
※参考：判例タイムズ 992 号 85頁、判例時報 1662 号 91頁、金融商事判例 1070 号 23頁、不

動産取引の紛争と裁判例〈増補版〉RETIO1138頁 

 


